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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受電コイルを備えた１つ以上の受電装置に非接触で電力を送る送電装置であって、
　上記受電装置が設置される上記送電装置の設置面に対向して配置され、上記受電コイル
と電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記設置面と上記送電コイルとの間に複数並んで配置され、上記設置面に配置された上
記受電コイルから信号を検出する複数の位置検出コイルと、
　上記複数の位置検出コイルの各々が検出した上記信号の電圧又は電流を上記複数の位置
検出コイルの各々から入力する位置検出回路と、
　上記信号の電圧又は電流の各々を比較して上記設置面に設置された上記受電装置の位置
を判断する送電制御回路と、
　上記受電装置から上記送電装置に送信された無線信号をデータ信号に復調して上記送電
制御回路に出力する受信回路と、
　上記複数の位置検出コイルの各々と、上記位置検出回路又は上記受信回路との電気的接
続とを切り替えるスイッチ回路と、を備え、
　上記送電制御回路は、上記判断された設置面の位置に上記受電装置が所定時間設置され
たと判断した場合、前記複数の位置検出コイルのうち、上記設置面に設置された上記受電
装置の位置に対応する位置検出コイルの接続先を、上記位置検出回路から上記受信回路に
切り替え、上記位置検出コイルを介して上記受信回路に上記無線信号を入力させる、
送電装置。



(2) JP 6384991 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

【請求項２】
　上記送電制御回路は、上記信号の電圧又は電流の強度の各々を比較して、あるいは、上
記信号の電圧又は電流に対応したインピ－ダンスの各々を比較して、上記設置面に設置さ
れた上記受電装置の位置を判断する、
　請求項１に記載の送電装置。
【請求項３】
　直流電源と、上記直流電源の直流電圧を交流電圧に変換する送電回路と、を備え、
　上記送電コイルは上記送電回路に接続されている、
　請求項１または請求項２に記載の送電装置。
【請求項４】
　上記送電装置は、上記受電装置から送信された無線信号とは別の無線信号を上記受電装
置に送信する送信回路をさらに備え、
　上記送電装置の上記送信回路は、上記位置検出コイルに接続され、上記位置検出コイル
を介して上記受電装置に上記別の無線信号を送信する、
請求項１～３のいずれか１項に記載の送電装置。
【請求項５】
　上記受電装置から上記送電装置に送信される上記無線信号の周波数と、上記送電装置か
ら非接触で交流電力を送る周波数とが、異なるように設定されている、
請求項１～４のいずれか１項に記載の送電装置。
【請求項６】
　上記複数の受電装置が上記設置面に配置され、
　上記複数の受電装置から送信されて上記送電装置で受信される複数の無線信号は、互い
に異なる周波数を有する、
請求項１～５のいずれか１項に記載の送電装置。
【請求項７】
　請求項１～６のうちのいずれか１項に記載の送電装置と、上記受電装置とを有する、
無線電力伝送システム。
【請求項８】
　上記データ信号は、装置情報を含み、上記受信回路は、復調した上記データ信号を、上
記送電制御回路に送り、上記送電制御回路は、上記データ信号に含まれる上記装置情報に
、基づき、送電電力、周波数、位相のうち少なくも一つを制御する
　請求項１に記載の送電装置。
【請求項９】
　上記装置情報は、上記受電装置における所望な電圧、電流、充電容量、上記受電装置で
検出された電圧、電流、充電量、温度情報のうち少なくとも一つを含む
　請求項８に記載の送電装置。
【請求項１０】
　上記装置情報は、少なくとも上記受電装置で検出された温度情報を含み、上記送電制御
回路は、上記温度情報が所定の閾値以上である場合、送電を停止する
　請求項９に記載の送電装置。
【請求項１１】
　上記装置情報は、少なくとも上記受電装置で検出された充電量を含み、上記送電制御回
路は、上記充電量が所定の閾値以上である場合、送電を停止する
　請求項９に記載の送電装置。
【請求項１２】
　上記データ信号は、受電装置の温度センサで検出された温度情報を含み、上記送電制御
回路は、検出された温度情報が所定の閾値以上である場合、送電を停止する
　請求項１に記載の送電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、送電コイル及び受電コイルの間の電磁誘導によって非接触で交流電力を送る
送電装置及び無線電力伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機をはじめとする様々なモバイル機器が普及しつつあり、モバイル機器
の消費電力量は、機能及び性能の向上ならびにコンテンツの多様化に起因して増大し続け
ている。予め決められた容量のバッテリで動作するモバイル機器の消費電力量が増大する
と、当該モバイル機器の動作時間が短くなる。バッテリの容量の制限を補うための技術と
して、無線電力伝送システムが注目されている。無線電力伝送システムは、送電装置の送
電コイルと受電装置の受電コイルとの間の電磁誘導によって送電装置から受電装置に非接
触で交流電力を送る。特に、共振型の送電コイル及び受電コイルを用いた無線電力伝送シ
ステムは、送電コイル及び受電コイルの位置が互いにずれているときであっても高い伝送
効率を維持できるので、様々な分野における応用が期待されている。
【０００３】
　無線電力伝送システムにおいて、バッテリに充電する場合、充電されたエネルギーの量
によりバッテリに印加される最適な電圧と電流は時間とともに変化する。また、充電中に
はバッテリの温度が上昇する場合があるが、その場合にはバッテリへの充電量を低減させ
る必要がある。このように、バッテリへの充電の場合には、所望な電圧、電流の情報に加
え、温度情報、充電量等の情報を受電装置から送電装置にフィードバックし最適な送電が
必要になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１６９８５号公報
【特許文献２】国際公開２０１２／０８１５１９号パンフレット
【特許文献３】国際公開２０１２／１６４７４４号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、かかる従来技術では、受電装置からの通信をより確実に受信する送電装置が求
められていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様に係る送電装置は、
　受電コイルを備えた受電装置に非接触で電力を送る送電装置であって、
　上記受電装置が設置される上記送電装置の設置面に対向して配置され、上記受電コイル
と電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記設置面と上記送電コイルとの間に配置され、上記設置面に配置された上記受電コイ
ルから信号を検出する少なくとも１つの位置検出コイルと、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルを介して検出した上記信号の電圧又は電流が基準
値より小さい場合、上記設置面に上記受電装置が配置されたと判断する位置検出回路と、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルを介して上記受電装置から上記送電装置に送信さ
れた無線信号をデータ信号に復調する受信回路と、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルと上記位置検出回路との電気的接続と、上記位置
検出コイルと上記受信回路との電気的接続とを切り替えるスイッチ回路と、
　上記位置検出回路が検出した上記信号の電圧又は電流が上記基準値を所定時間超えなか
ったと判断した場合、上記位置検出コイルと上記位置検出回路の電気的接続から上記位置
検出コイルと上記受信回路の電気的接続に切り替え、上記少なくとも１つの位置検出コイ
ルを介して上記受信回路に上記無線信号を入力させる送電制御回路と、を備えたものであ
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る。
【０００７】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路
、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　上記態様によると、受電装置からの通信をより確実に受信する送電装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の送電コイル１１と受電コイル２１の配置を示す縦断面図である。
【図３】図１の送電コイル１１と受電コイル２１と位置検出コイル１５の構成例を示す斜
視図である。
【図４】図３の変形例であって、受電コイル２１と位置検出コイル１５の構成例を示す斜
視図である。
【図５】図１の位置検出コイル１５の回路例の構成を示すブロック図である。
【図６】図１の送電コイル１１の構成例を示す上面図である。
【図７】図１の送電コイル１１の回路例を示すブロック図である。
【図８】図１の送電コイル１１の別の構成例を示す上面図である。
【図９】実施形態１の第１の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図
である。
【図１０】実施形態１の第２の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。
【図１１】実施形態２に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図１２】図１１の受電コイル２１，３１と位置検出コイル１５の構成例を示す斜視図で
ある。
【図１３】実施形態２の第１の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。
【図１４】実施形態２の第２の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。
【図１５】実施形態３に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図１６】図１５の送電コイル回路１１Ａの回路例の構成を示すブロック図である。
【図１７】実施形態３の第１の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。
【図１８】実施形態３の第２の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。
【図１９Ａ】図５の他の位置検出コイル１５の第１の回路例の構成を示すブロック図であ
る。
【図１９Ｂ】図５の他の位置検出コイル１５の第２の回路例の構成を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（本開示の基礎となった知見）
　本発明者らは、「背景技術」の欄において記載した無線電力伝送システムに関し、以下
の問題が生じることを見いだした。
【００１１】
　特許文献１では、非接触電力伝送装置において受電装置から送電装置へ情報を伝送する
方法が開示されている。特許文献１では、上記送電装置は、上記送電装置の送電コイルか
ら上記受電装置へ電力を送電し、上記送電コイルを用いて上記受電装置の受電コイルから
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情報を受信する。尚、特許文献１は、上記送電装置の設置面に上記受電装置が設置された
ことを検出する位置検出コイルを開示していない。
【００１２】
　また、特許文献２では、非接触電力伝送装置において受電装置から送電装置へ情報を伝
送する方法が開示されている。特許文献２では、送電装置は位置検出コイルを備え、上記
送電装置の送電コイル及び上記受電装置の受電コイルの位置をより正確に合わせをして、
上記受電装置から上記送電装置への情報の受信を行っている。
【００１３】
　また、特許文献３では、送電装置及び受電装置は、送電コイル及び受電コイルとは別に
通信装置を備え、電力の伝送に用いる第１周波数とは異なる（電力を伝送する周波数の整
数倍でない）第２の周波数に用いて情報を伝送している。
【００１４】
　しかしながら、特許文献１は、上記受電装置は、受電コイルに接続された負荷の抵抗を
変化させて、負荷変動に対する送電コイルから送電される電力の電圧変化を検出する。上
記受電装置は、上記検出結果を示す情報を、上記受電コイルから上記送電コイルに伝送し
ている。上記受電コイル及び上記送電コイルが離れている場合、又、上記送電コイル及び
上記受電コイルの位置が互いにずれている場合、上記送電コイル及び上記受電コイル間の
結合が弱くなる。そのため、上記受電装置から上記送電装置に到達する信号強度が低下し
、正確な情報伝達が行えない可能性がある。
【００１５】
また、上記送電装置において、上記送電コイルは、外部直流電源から入力される電力を所
定の周波数の交流に変換して上記送電コイルに供給する電源回路に接続される。このため
、上記情報は、上記電源回路から供給される交流電圧の振幅の時間変化として重畳される
。そのため、上記電源回路からのノイズ等の影響を受けやすい。
【００１６】
　さらに、上記交流電力の電圧の平均的な振幅と比較して、上記情報を伝達する振幅の時
間変化は非常に小さい。そのため、上記情報信号が上記交流電圧のノイズと見分けがつか
なくなり、情報伝達が正確に行われない可能性がある。
【００１７】
　特許文献１の上記課題は、上記受電コイルから小電力の上記情報を送電コイルで受信す
ることと、交流の大電力を上記送電コイルで送電することとを同時に、同じ送電コイルで
行っているために起こると考えられる。
【００１８】
　また、特許文献２は、送電装置に位置検出コイルを備えることで常に正確な位置合わせ
を可能にすることで、信号強度の低下を防止している。しかしながら、受電装置と送電装
置の間に位置検出コイルがあるために、受電装置と送電装置の距離が離れてしまう。その
ため、位置検出コイルが導体で構成されるため送電装置側に到達する信号強度が低下し、
正確な情報伝達が行うことができない可能性がある。
【００１９】
　特許文献２の上記課題は、受電装置の位置を検出するために位置検出コイルを用いるの
で、受電装置と送電装置の距離が離れてしまい、その結果、信号強度が低下することに起
因する。また、特許文献２の上記課題は、受電装置から送電装置に信号を送信するとき、
導体で構成された位置検出コイルが減衰フィルタの働きをするので、信号強度が低下する
ために起こると考えられる。
【００２０】
　また、特許文献３は、送電装置及び受電装置に、送電コイル及び受電コイルとは別に通
信装置を備えるとともに、送伝周波数の整数倍で無い、電力の伝送に用いる第１周波数は
異なる第２周波数を用いることで情報通信の確実性を向上させている。しかしながら、送
伝周波数と異なる発信器などの新たな通信装置の部材が、送電装置及び受電装置の両方に
増加することになる。従って、小型、薄型形状及び低コストが求められるモバイル機器等
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の送電装置及び受電装置に、新たに通信装置を備えることは困難である。
【００２１】
　上記のように、特許文献１～３のいずれも、送電装置の設置面に受電装置が設置された
ことを検出する際に用いられる位置検出コイルを介して、受電装置の受電コイルから送電
装置へ送信される上記情報を受信していない。そのため、送電装置の小型・薄型化を図り
つつ、受電装置から送電装置により確実に通信が行われる無線電力伝送システムの送電装
置を提供できない。
【００２２】
　従って、送電装置の小型・薄型化を図りつつ、受電装置から送電装置により確実に通信
が行われる送電装置が望まれている。
【００２３】
　以上の考察により、本発明者らは、以下の発明の各態様を想到するに至った。
【００２４】
　本開示にかかる一態様は、
　受電コイルを備えた受電装置に非接触で電力を送る送電装置であって、
　上記受電装置が設置される上記送電装置の設置面に対向して配置され、上記受電コイル
と電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記設置面と上記送電コイルとの間に配置され、上記設置面に配置された上記受電コイ
ルから信号を検出する少なくとも１つの位置検出コイルと、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルを介して検出した上記信号の電圧又は電流が基準
値より小さい場合、上記設置面に上記受電装置が配置されたと判断する位置検出回路と、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルを介して上記受電装置から上記送電装置に送信さ
れた無線信号をデータ信号に復調する受信回路と、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルと上記位置検出回路との電気的接続と、上記位置
検出コイル又は上記受信回路との電気的接続とを切り替えるスイッチ回路と、
　上記位置検出回路が検出した上記信号の電圧又は電流が上記基準値を所定時間超えなか
ったと判断した場合、上記位置検出コイルと上記位置検出回路の電気的接続から上記位置
検出コイルと上記受信回路の電気的接続に切り替え、上記少なくとも１つの位置検出コイ
ルを介して上記受信回路に上記無線信号を入力させる送電制御回路と、を備えた送電装置
である。
【００２５】
　上記態様によると、上記送電装置の設置面に上記受電装置が設置されたことを検出する
際に用いられる上記位置検出コイルを介して、上記受電装置から上記送電装置への上記情
報の受信を行う。そのため、上記送電装置は、上記情報の受信にあたって、大電力の交流
を送電する上記送電コイルを用いるのではなく、上記位置検出コイルを使用する。その結
果、上記送電コイルの場合と比較して信号強度の劣化を防止できる。
【００２６】
　また、上記送電装置は、上記情報の受信にあたって、上記送電コイルとは別の上記位置
検出コイルを用いているので、上記受電装置から上記受信した情報が、上記送電装置が送
電する電力のノイズと見分けがつかなくなることも防止できる。
【００２７】
　また、上記送電装置の設置面に上記受電装置が設置されたことを検出する際に用いられ
る位置検出コイルという既存部品を用いて新たな通信装置を追加することがないので、上
記送電装置及び上記受電装置の小型・薄型化を図ることができる。
【００２８】
　以上まとめると、上記態様は、送電装置の小型・薄型化を図りつつ、受電装置から送電
装置により確実に通信が行われる送電装置を提供できる。
【００２９】
　本開示にかかる他の態様は、
　受電コイルを備えた１つ以上の受電装置に非接触で電力を送る送電装置であって、
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　上記受電装置が設置される上記送電装置の設置面に対向して配置され、上記受電コイル
と電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記設置面と上記送電コイルとの間に複数並んで配置され、上記設置面に配置された上
記受電コイルから信号を検出する複数の位置検出コイルと、
　上記複数の位置検出コイルの各々が検出した上記信号の電圧又は電流を上記複数の位置
検出コイルの各々から入力する位置検出回路と、
　上記信号の電圧又は電流の各々を比較して上記設置面に設置された上記受電装置の位置
を判断する送電制御回路と、
　上記受電装置から上記送電装置に送信された無線信号をデータ信号に復調して上記送電
制御回路に出力する受信回路と、
　上記複数の位置検出コイルの各々と、上記位置検出回路又は上記受信回路との電気的接
続とを切り替えるスイッチ回路と、を備え、
　上記送電制御回路は、上記判断された設置面の位置に上記受電装置が所定時間設置され
たと判断した場合、上記設置面に設置された上記受電装置の位置に対応する位置検出コイ
ルの接続先を、上記位置検出回路から上記受信回路に切り替え、上記位置検出コイルを介
して上記受信回路に上記無線信号を入力させる、送電装置である。
【００３０】
　上記態様によると、送電装置の設置面に受電装置が設置されたことを検出する際に用い
られる位置検出コイルを介して、上記受電装置から上記送電装置への上記情報の受信を行
う。そのため、上記送電装置は、上記情報の受信にあたって、大電力の交流を送電する上
記送電コイルを用いるのではなく、上記位置検出コイルを使用する。その結果、上記送電
コイルの場合と比較して信号強度の劣化を防止できる。
【００３１】
　また、上記複数の位置検出コイルの中から、上記設置面に設置された上記受電装置の位
置に対応する位置検出コイルを用いて上記情報を受信する。そのため、上記複数の位置検
出コイルの中で信号強度が強い位置検出コイルから上記情報を受信するため、正確な情報
の受信が可能となる。
【００３２】
　また、送電装置の設置面に受電装置が設置されたことを検出する際に用いられる位置検
出コイルという既存部品を用いて新たな通信装置を追加することがないので、上記送電装
置及び上記受電装置の小型・薄型化を図ることができる。
【００３３】
　以下、本開示に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各実施形
態において、同様の構成要素については同一の符号を付している。
【００３４】
実施形態１．
　以下、本開示の実施形態１に係る無線電力伝送システムについて、図面を参照しながら
説明する。
【００３５】
　図１は実施形態１に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図である。また、
図２は図１の送電コイル１１と受電コイル２１の配置を示す縦断面図である。すなわち、
図２は、送電装置１０と受電装置２０および、それらの送電コイル１１及び受電コイル２
１の位置関係を示す。本実施形態に係る無線電力伝送システムは、送電装置１０及び受電
装置２０を備え、送電装置１０から受電装置２０へ非接触で交流電力を送る。図１に示す
ように、送電装置１０は、送電コイル１１と、送電回路１２と、位置検出回路１３と、送
電制御回路１４と、位置検出コイル１５と、受信回路１６とを備えて構成される。また、
受電装置２０は、受電コイル２１と、受電回路２２と、負荷装置２３と、受電制御回路２
４と、送信回路２５とを備えて構成される。
【００３６】
　図１において、送電回路１２は、電源装置（図示せず）から直流又は交流の電力供給を
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受けて、送電コイル１１に交流電力を供給する。ここで、送電回路１２は、送電コイル１
１及び受電コイル２１の間で通過可能な周波数（伝送周波数）を有する交流電力を発生す
る。通常、送電コイル１１は、交流電力を通過させるために、交流電力の周波数に等しい
共振周波数を有する。ただし、交流電力が通過するのであれば、交流電力の周波数と送電
コイル１１の共振周波数とは不一致であってもよい。同様に、受電コイル２１は、交流電
力を通過させるために、交流電力の周波数に等しい共振周波数を有する。ただし、交流電
力が通過するのであれば、交流電力の周波数と受電コイル２１の共振周波数とは不一致で
あってもよい。
【００３７】
　図２に示すように、受電コイル２１は、受電装置２０が送電装置１０に対向して配置さ
れたときに送電コイル１１と電磁的に結合可能であり、無接点で電力を伝送可能になる。
しかしながら、受電コイル２１が送電コイル１１と対向していなく互いの位置がずれてい
る場合には、結合が低下するために電力を効率よく伝送できなくなる。このため、受電コ
イル２１と送電コイル１１の間に位置検出コイル１５を備え、受電コイル２１と送電コイ
ル１１の位置を一致させるようにしている（例えば特許文献２参照）。このとき、位置検
出回路１３は検出パルスを位置検出コイル１５に供給し、受電装置２０の受電コイル２１
から反射して戻ってくる電圧もしくは電流を検出することにより、受電コイル２１を検出
する。さらに、図２に示すように、位置検出コイル１５は、受電コイル２１の位置の検出
をより正確に行えるように、送電装置１０が受電装置２０に対向する面に沿った領域であ
って、送電コイル１１よりも受電装置２０に近い領域又は位置に備えられている。
【００３８】
　なお、図２に示すように、送電コイル１１と受電コイル２１は、それぞれ磁性体１７と
磁性体２６をそれぞれ備え、送電時にコイル間に生じる磁界を閉じ込めることで周囲から
の影響を低減することで、周囲環境に左右されずに効率よく電力を伝送できる構造を実現
している。
【００３９】
　図３は図１の送電コイル１１と受電コイル２１と位置検出コイル１５の構成例を示す斜
視図である。図３は、一例として、位置検出コイル１５が、Ｙ方向に平行な長手方向を有
する１回巻きのコイル素子であってかつＸ方向に対して互いに平行となるように４つの位
置検出コイル素子１５ａ～１５ｄを等間隔に配置した例であり、本例をもとに動作の説明
を行う。
【００４０】
　まず、位置検出コイル素子１５ａに、位置検出回路１３から検出パルス（信号）が送ら
れ受電コイル２１から反射して戻ってくる信号の電圧もしくは電流を検出し強度を位置検
出回路１３のメモリに記憶する。ここで、検出パルスのことを単に信号と以後呼ぶことに
する。次に、位置検出回路１３から位置検出コイル素子１５ｂに信号を送り、同様に反射
して戻ってくる信号の電圧もしくは電流を検出してその強度（以下、「反射強度」という
。）を位置検出回路１３のメモリに記憶する。以下同様に、位置検出コイル素子１５ｃ、
１５ｄと行い、位置検出回路１３のメモリに記憶された各位置検出コイル素子１５ａ～１
５ｄからの反射強度を比較して、例えば、受電コイルとの電磁結合により、受電コイルお
よび受電回路でエネルギーが消費される場合には、最も反射波の強度が小さい位置検出コ
イル素子の近くに受電コイル２１があると位置検出回路１３により判定（判断とも言う）
する。
【００４１】
　また、上記方法と別の方法として、例えば、反射して戻ってきて検出された信号の電圧
もしくは電流の変化量（位置検出コイル素子から十分離れた位置にある受電コイルを基準
値とした時、上記基準値と反射し戻ってきた信号の電圧値もしくは電流値との差）が所定
の閾値を超えたとき、位置検出コイル素子の近くに受電コイル２１があると位置検出回路
１３により判断する方法もある。
【００４２】
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そして、送電制御回路１４は、受信した信号の各々の強さに基づいて、送電装置の設置面
に設置された受電装置の位置を判断する。
【００４３】
　なお、判定の精度を向上させるために、強度が最大の位置検出コイル素子だけでなく、
選択された位置検出コイル素子近傍の複数の位置検出コイル素子の反射強度の値を用いて
、受電コイル２１から最も近傍に位置する、適切な位置検出コイル素子を推定する手法も
あるがここでは詳細は記述しない。ここで、図３の場合には、例えば位置検出コイル素子
１５ａが受電コイル２１に最も近く、反射強度が最も強くなり、受電コイル２１が、Ｘ方
向に対して、位置検出コイル素子１５ａの位置にあると位置検出回路１３にて判定される
。
【００４４】
　なお、図３では、説明のため、Ｙ方向に平行な長手方向を有する位置検出コイル素子を
Ｘ方向に複数並べて、Ｘ方向の位置を検出する方法について例を挙げて説明したが、本開
示はこれに限られず、図４の方法を用いてもよい。
【００４５】
　図４は図３の変形例であって、受電コイル２１と位置検出コイル１５の構成例を示す斜
視図である。図４に示すように、さらに、Ｘ方向に平行な長手方向を有する複数の位置検
出コイル素子１５ｅ～１５ｉをＹ方向に並置し、Ｙ方向の位置を検出する構成にすること
で、ＸＹ面の２次元において受電コイル２１の位置を検出することが可能になる。なお、
図４では、送電コイル１１は、説明で不要のため図示していない。図４の場合、例えば、
Ｘ方向で並置された位置検出コイル素子１５ａ～１５ｄまでの反射強度を調べた後に、Ｙ
方向で並置された位置検出コイル素子１５ｅ～１５ｉまでの反射強度を調べることで２次
元的な位置検出が可能になる。
【００４６】
　なお、ここでは、Ｘ方向に４個の位置検出コイル素子１５ａ～１５ｄを並置し、Ｙ方向
に５個の位置検出コイル素子１５ｅ～１５ｉを並置した例を挙げて説明したが、本開示は
これに限らず、受電コイルを検出する範囲によってその他の個数の組み合わせも可能であ
る。また、図３と図４では、位置検出コイル素子を１回巻きのコイルで構成されている場
合を例に挙げて説明を行ったが、これに限られるものではなく、２回巻き以上のコイルの
構成も可能である。巻き数を増やすことで、受電コイル２１との結合を強くすることが可
能になり、さらに反射強度を強める効果がある。また、図３及び図４においては、位置検
出コイル素子１５ａ～１５ｉを矩形コイルで構成されている場合を例に挙げて説明を行っ
たが、これに限られるものではなく、正方形、円形、長円、楕円、その他のコイル形状で
も可能である。
【００４７】
　図５は図１の位置検出コイル１５の回路例の構成を示すブロック図である。図５におい
て、位置検出コイル１５と、位置検出回路１３及び受信回路１６との接続を示す。図５に
おいて、位置検出コイル１５の回路は、スイッチ回路１５ｋと、スイッチ回路１５ｊと、
位置検出コイル素子１５ａ～１５ｉ（位置検出コイル素子１５ａ～１５ｉを単に位置検出
コイルと呼んでもよい）とを備えて構成される。スイッチ回路１５ｋは位置検出回路１３
と受信回路１６とのうちの１つを選択してスイッチ回路１５ｊに接続する一方、スイッチ
回路１５ｊは位置検出コイル素子１５ａ～１５ｉのうちの１つを選択してスイッチ回路１
５ｋに接続する。ここで、スイッチ回路１５ｊ，１５ｋの切り替えは送電制御回路１４で
制御する。送電制御回路１４によりスイッチ回路１５ｊと１５ｋを直接制御信号により制
御することも可能である。このように構成することにより最も簡単な構成で制御ができる
という利点があるが、これに限られるものではない。例えば、送電制御回路１４は、位置
検出回路１３と受信回路１６を制御し、位置検出回路１３と受信回路１６からの制御信号
によりスイッチ回路１５ｊ，１５ｋを制御することも可能である。これにより、位置検出
回路１３もしくは受信回路１６とスイッチ回路１５ｊ，１５ｋとの同期をとる必要が無く
なり、高精度な制御を行わなくてすむという利点がある。
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【００４８】
　本実施形態では、スイッチ回路１５ｊは位置検出コイル素子１５ａ～１５ｉのうちで、
反射強度が最も弱くなる位置検出コイル素子選択している。ある例においては、反射強度
が最も強くなる場合もある。
【００４９】
　しかし、図１９Ａに示すように、位置検出コイル素子を選択せず、位置検出コイル素子
１５ａ～１５ｉの全てをスイッチ回路１５ｑと接続させてもよい。上記位置検出コイル素
子のいずれかのコイル素子を介して、受電装置２０からの無線信号を取得してもよい。こ
の場合、位置検出コイルを介して送電装置の設置面に受電装置が設置されかどうかを、受
電装置からの信号を検出して判断する。具体的には、位置検出回路から入力された上記信
号の強度が所定時間一定範囲内の場合（基準値を所定時間超えなかったと判断した場合）
、送電制御回路は、送電装置の設置面に受電装置が設置されたと判断する。送電装置の設
置面に受電装置が設置されたと判断したとき、送電制御回路は、スイッチ回路１５ｑを用
いて、位置検出コイル素子１５ａ～１５ｉの全ての電気的接続先を位置検出回路１３から
受信回路１６に切り替える。そして、位置検出コイルを介して上記受信回路に無線信号を
入力させる。
【００５０】
　また、本実施形態では、複数の位置検出コイル素子１５ａ～１５ｉを用いたが、図１９
Ｂに示すように、１つの位置検出コイル１５ｐでもよい。この場合、図１９Ｂに示すよう
に、１つの位置検出コイル１５ｐを介して上記送電装置の設置面に受電装置が設置されか
どうかを、受電装置からの信号を検出して判断する。具体的には、位置検出回路から入力
された上記信号の強度が所定時間一定範囲内の場合（基準値を所定時間超えなかったと判
断した場合）、送電制御回路は、位置検出コイルと上記位置検出回路の電気的接続から位
置検出コイルと受信回路の電気的接続に切り替え、位置検出コイルを介して上記受信回路
に無線信号を入力させる。
【００５１】
　図１において、送電制御回路１４は、位置検出回路１３により受電コイル２１を検出し
たとき、送電回路１２から送電コイル１１への交流電力の供給を制御する。受電装置２０
の受電回路２２は、受電コイル２１を介して送電装置１０から受けた交流電力を整流及び
平滑して負荷装置２３に供給する。負荷装置２３は、充電対象のバッテリ又は電力を消費
する他の回路を含む。受電回路２２及び負荷装置２３の間にＤＣ／ＤＣコンバータを挿入
してもよい（図示せず）。これにより、送電コイル１１及び受電コイル２１の結合係数あ
るいは負荷装置２３のインピーダンスによらず、定電圧の電力を負荷装置２３に供給する
ことができる。
【００５２】
　図６は図１の送電コイル１１の構成例を示す上面図である。また、図７は図１の送電コ
イル１１の回路例を示すブロック図である。
【００５３】
　図６において、複数の送電コイル素子１１ａ～１１ｉを、送電コイル素子が実質的に全
範囲をカバーするように２次元に配置することで送電可能な範囲を広げている。図７にお
いて、送電コイル１１の回路は、スイッチ回路１１ｓと、送電コイル素子１１ａ～１１ｉ
とを備えて構成される。スイッチ回路１１ｓは送電コイル素子１１ａ～１１ｉのうちの１
つを選択して送電回路１２に接続する。この場合、位置検出回路１３により検出された受
電コイル２１の位置に最も近い送電コイル素子をスイッチ回路１１ｓを介して送電回路１
２に接続することで、常に伝送効率の高い無接点電力伝送が可能になるという利点がある
。図６では、送電コイル素子を円形コイルで構成されている場合を例に挙げて説明を行っ
たが、これに限られるものではなく、正方形、矩形、円形、長円、楕円、その他の形状の
コイルでも可能である。特に、正方形、矩形のコイル形状では、隙間を小さく配置するこ
とが可能になり、受電コイルとの結合の弱い範囲を少なくできるという利点がある。
【００５４】
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　図８は図１の送電コイル１１の別の構成例を示す上面図である。図８においては、送電
コイル１１は、送電コイル素子１１ｔと、矢印１１ｍａで示すＸ方向に送電コイル素子１
１ｔを移動させるためのレール１１ｋ及びモーター１１ｍと、矢印１１ｐａで示すＹ方向
に送電コイル素子１１ｔを移動させるためのレール１１ｎ及びモーター１１ｐを備えて構
成される。これにより、検出された受電コイル２１の位置に送電コイル素子１１ｔをより
正確に位置合わせすることが可能になり、伝送効率の高い無接点電力伝送が可能になると
いう利点がある。
【００５５】
　図１において、受電装置２０は、さらに、受電制御回路２４と送信回路２５を備えたこ
とを特徴としている。受電制御回路２４は、受電装置２０における所望な電圧及び電流（
設定してほしい電圧及び電流）並びに充電容量、受電装置２０で検出された電圧、電流及
び充電量、温度センサで検出された温度情報等の装置情報（以下、装置情報という。）を
、無線信号での送信に必要なデータ信号に変換した後、送信回路２５に出力する。送信回
路２５は、入力されたデータ信号に従って、無線搬送波を所定のデジタル変調方式で変調
することで変調された無線信号を発生し、受電コイル２１から送電装置１０に送信する。
【００５６】
　送電装置１０においては、位置検出コイル１５において無線信号を受信して受信回路１
６に出力する。受信回路１６は無線信号をデータ信号に復調し、復調したデータ信号を送
電制御回路１４に送り、送電回路１２の送電電力、周波数、位相等の送電パラメータを制
御する。これにより、例えば、受電装置２０の負荷装置２３がバッテリの場合には、上記
装置情報を受電装置２０から送電装置１０にフィードバックすることが可能になり、これ
に基づいて送電制御することで最適な送電を実現することができる。具体的には、例えば
、以下の通りである。
（１）検出された電圧及び電流がそれぞれ、所望な電圧及び電流となるように送電パラメ
ータを制御する。
（２）検出された温度情報が所定のしきい値以上となれば、送電を中止する。
（３）検出された充電量が所定のしきい値以上となれば、送電を中止する。
【００５７】
　ここで、送電装置１０における装置情報の受信について、図３を用いて説明する。無線
通信の受信は位置検出コイル１５を用いて実施される。図３の場合、受電コイル２１に最
も近いと判定された位置検出コイル素子１５ａを用いて無線信号を受信することにより、
最も強い受信信号電力が得られることになる。この場合、最も望ましい形態として、位置
検出のステップで検出された位置検出コイル素子を、あらかじめ受信コイルとしてスイッ
チ回路１５ｊ，１５ｋ（図５）で選択してから受電コイル２１から信号を送信することで
、最も強い受信信号電力が得られるという利点がある（図５参照）。
【００５８】
　さらに、受電装置２０からの装置情報の受信のための受信コイルに位置検出コイル１５
を用いることで、送信コイルである受電コイル２１との距離（図２の上下間の距離）が最
も近く、送信コイルと受信コイル間に金属等の部材が入らない構成にすることで最もコイ
ル間の結合を強めることが可能になり、より受信信号電力を高める効果がある。
【００５９】
　例えば特許文献１では、送電コイルと受電コイルの位置合わせについて記載されていな
いが、例えば特許文献２の位置合わせ構成を採用することによって高効率な送電を行う場
合には、送信コイル（受電装置２０の受電コイル２１）と受信コイル（送電装置１０の送
電コイル１１）との間に金属製の位置検出コイル１５が入ることにより、金属物による電
磁界の変化による受信信号電力の低下、さらには、受信コイルと送信コイル間の距離が離
れることによる受信信号電力の低下が生じるため情報伝達ができない範囲が生じる可能性
があるが、本実施形態の構成ではこれらの課題を解決することができる優れた構成である
。
【００６０】
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　さらに、電力を伝送する送電周波数と、情報を伝送するための無線通信の周波数を異な
る周波数で行うことも可能である。無線通信の信号の周波数が、送電の信号の周波数と同
じ場合には、受信コイルで無線通信の信号と送電の信号の両方を受信してしまうために、
送電の信号が電磁ノイズとして働き受信回路１６での相対的な受信信号電力が低下するた
めに復調できないという課題があった。そこで、無線通信の周波数と送電周波数とを異な
る周波数にすることで、受信コイルで送電の信号を受信することが無いために相対的な受
信信号電力の低下が起こらず復調可能であり、電力の無線伝送と無線通信を同時に行うこ
とができるために、時間平均的な電力伝送の伝送効率の低下を避けるという効果がある。
【００６１】
　例えば特許文献３には、通信装置を備えるとともに、送電周波数の整数倍で無い異なる
周波数を用いることで情報通信の確実性を向上させていることが開示されているが、通信
装置を備えることは、新たな部材の増加につながり、装置の大型化やコストの増加に繋が
るとともに、受電コイルと送電コイルの位置合わせ機能が無いために、さらに、例えば特
許文献２記載の位置検出コイルを用いる場合には更なるコストの増加の懸念があった。
【００６２】
　一方、本実施形態では、送信コイルは、受電コイル２１を使用し、受信コイルは位置検
出コイル１５を用いることで、電力伝送の高効率化と無線通信を両立し、かつ装置の大型
化やコストの増加に繋がらない優れた無線伝送装置を提供することが可能である。なお、
本実施形態においても、無線通信の周波数を送電周波数の整数倍でない周波数を使うこと
で、送電周波数の高調波成分を受信コイルで受信しないことで相対的な受信信号電力の低
下を避けることは言うまではない。例えば、送電周波数を１３０ｋＨｚ、送信周波数を１
０００ｋＨｚとする。
【００６３】
　さらに、受電装置２０から送電装置１０の無線通信だけでなく、送電装置１０から受電
装置２０への無線通信を行うことも可能である。これにより、双方向の情報の伝達が可能
になり、より細かな制御が可能になるという効果がある。その変形例を図９に示す。
【００６４】
　図９は実施形態１の第１の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図
である。図９において、実施形態１の第１の変形例に係る無線電力伝送システムは、図１
の実施形態１に係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異なる。
（１）送電装置１０はさらに、位置検出コイル１５と送電制御回路１４との間に、送信回
路１８を備えた。
（２）受電装置２０はさらに、受電コイル２１と受電制御回路２４との間に、受信回路２
７を備えた。
【００６５】
　図９において、送電制御回路１４は、装置指示信号（例えば、装置情報を含むデータ信
号の無線信号を送信するように指示信号、当該無線信号を受信したことを確認するための
受信確認信号など）のデータ信号を発生して送信回路１８に出力する。送信回路１８は入
力されるデータ信号を従って、無線搬送波信号を変調して無線信号を発生した後、位置検
出コイル１５及び受電コイル２１を介して受電装置２０の受信回路２７に送信する。受信
回路２７は受信した無線信号をデータ信号に復調して、当該データ信号内の装置指示信号
を受電制御回路２４に出力する。
【００６６】
　従って、送電装置１０から受電装置２０への無線通信は、送信コイルとして位置検出コ
イル１５を用いることが可能である。これにより、追加部材無しに送電装置１０からの送
信が可能になるとともに、受電装置２０に最も近いことでより、受電装置２０の受信回路
に最も強い受信信号電力が得られるという効果がある。この場合も、例えば、送電周波数
（例えば１３０ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、かつ、無線通信の送受信は送信周
波数を同じ周波数（例えば１０００ｋＨｚ）とし、送電装置１０からの送信と受電装置２
０からの送信を時分割で交互に行うことで、送電から影響を受けない双方向の無線通信を
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実現する無線電力伝送システムを提供することができる。また、例えば、送電周波数（例
えば１３０ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、かつ、無線通信の送受信においても送
信周波数が異なる周波数（例えば１０００ｋＨｚと１５００ｋＨｚ）とすることで、送電
装置１０からの送信と受電装置２０からの送信を同時に行うことができる無線電力伝送シ
ステムを提供することができる。
【００６７】
　図１０は実施形態１の第２の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。図１０において、実施形態１の第２の変形例に係る無線電力伝送システムは、
図９の実施形態１の第１の変形例に係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異な
る。
（１）送電装置１０において、送電コイル１１と送電制御回路１４との間に、送信回路１
８を備えた。
【００６８】
　従って、図１０に示すように、送電装置１０から受電装置２０への無線通信は、送信コ
イルとして送電コイル１１を用いる。これにより、追加部材無しに配線の設計変更のみで
送電装置１０からの送信が可能になるという効果がある。
【００６９】
　以上のように、本実施形態によれば、受電装置２０の負荷装置２３に応じた最適な送電
を実現する送電装置１０を提供することができる。さらに、位置検出コイル１５により、
受電コイル２１の位置を検出することで送電コイル１１との位置を一致させることが可能
になり、最も伝送効率の高い無接点電力伝送が可能になる。また、本構成により、受電コ
イル２１を、受電装置２０の送信コイルに使用することにより、部品点数の削減の効果が
ある。また、受電装置２０の薄型化および小型化の効果がある。さらに、送電装置１０の
受信コイルに位置検出コイル１５を用いることにより、部品点数の削減、送電装置の薄型
化および小型化の効果に加えて、位置検出コイル１５が受電装置２０に最も近い位置にあ
ることで受信信号の強度が最も強く、より正確な復調が可能になるという効果がある。ま
た、さらに、位置検出のステップで最も反射強度が強い位置検出コイル素子を、受信コイ
ルに選択することにより、確実に受信電力を最大化することが可能になるという効果があ
る。これらにより、受電装置２０において送信信号の電力がより小さな電力で送信するこ
とが可能になり、受電装置２０の消費電力が低減できる優れた送電装置及び無線電力伝送
システムを提供することが可能になる。
【００７０】
実施形態２．
　以下、本開示の実施形態２に係る無線電力伝送システムについて、図面を参照しながら
説明する。
【００７１】
　図１１は実施形態２に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図である。また
、図１２は図１１の受電コイル２１，３１と位置検出コイル１５の構成例を示す斜視図で
ある。図１１において、実施形態２に係る無線電力伝送システムは、図１の実施形態１に
係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異なる。
（１）受電装置２０に加えて、受電装置３０をさらに備えた。
（２）送電装置１０はさらに、複数の受電装置２０，３０に関する制御を行う複数端末制
御回路４１をさらに備えた。
【００７２】
　ここで、受電装置３０は、受電装置２０と同様に、受電コイル３１と、受電回路３２と
、負荷装置３３と、受電制御回路３４と、送信回路３５とを備えて構成され、同様に動作
する。なお、送電装置１０では、１つの送電回路１２と１つの送電コイル１１により２個
の受電装置２０，３０に送電する。
【００７３】
　図１２において、一例として、送電コイル１１として、図６に図示した複数の送電コイ



(14) JP 6384991 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

ル素子１１ａ～１１ｉを備えた場合を例に説明を行う。複数端末制御回路４１は、位置検
出回路１３からの受電装置２０，３０の個数と位置情報（以下、個数及び位置情報という
。）に基づいて、複数の送電コイル素子１１ａ～１１ｉのうちのいずれを選択するかを決
定してスイッチ回路１１ｓを切り替えるとともに、受信回路１６からの受電装置２０，３
０からの負荷装置２３，３３の上記装置情報及び上記個数及び位置情報に基づいて、負荷
装置２３，３３に対する各送電電力の電力量を決定して、その情報を送電制御回路１４に
出力し、これに基づいて送電制御回路１４は受電装置２０，３０に対応する各送電電力の
電力量を制御する。
【００７４】
　また、２個の受電装置２０と３０を同時に充電もしくは給電する場合には、複数端末制
御回路４１は、図７に図示した送電コイル１１のスイッチ回路１１ｓにより２個の送電コ
イル素子を送電回路１２に接続するように制御する。この場合の送電コイル素子の選定に
は、位置検出回路１３と位置検出コイル１５により、２個の受電コイル２１と３１の位置
を検出し、複数端末制御回路４１からの制御により、それぞれの受電コイルに最も近い送
電コイル素子を選択し送電回路１２に接続する。また、１つの受電装置（例えば受電装置
２０）を充電あるいは給電した後に、残りの受電装置（例えば受電装置３０）を充電ある
いは給電する場合には、複数端末制御回路４１からの制御により、図７に図示した送電コ
イル１１のスイッチ回路１１ｓを制御し、それぞれの受電コイル２１，３１に対応した１
つの送電コイル素子（位置検出により選択された送電コイル素子）を、それぞれの送電期
間において送電回路１２に接続する。なお、位置検出のステップを実施形態１と同様に実
行するが、受電コイル２１の位置の情報と受電コイル３１の位置の情報を位置検出回路１
３のメモリに格納することで、最も近い送電コイル素子を選定することが可能になる。
【００７５】
　複数の受電装置２０，３０がある場合には、受電装置２０，３０側からの無線通信の送
信が混信する恐れがある。従って、例えば、受電装置２０のからの送信周波数と受電装置
３０からの送信周波数を異なる周波数で行うことで、無線通信の混信を避けることがきる
。例えば、受電装置２０からの送信周波数を１０００ｋＨｚとし、受電装置３０からの送
信周波数を１５００ｋＨｚとする。また、例えば、受電装置２０からの送信周波数を１０
００ｋＨｚとし、受電装置３０からの送信周波数を送電周波数の１３０ｋＨｚとすること
も可能である。これにより、新たな周波数を使用することなく、２個の無線通信の混信を
回避することができる優れた無線電力伝送システムを提供することが可能になる。さらに
例えば、受電装置２０のからの送信周波数と受電装置３０のからの送信周波数を同じ周波
数（例えば１０００ｋＨｚ）とし、受電装置２０のからの送信時間と受電装置３０からの
送信時間を異なる時間（タイムスロット）で行うことで、無線通信の混信を避けることが
きる。これにより、新たな周波数を使用することなく、２個の無線通信の混信を回避する
ことができる優れた無線電力伝送システムを提供することが可能になる。
【００７６】
　さらに、受電装置２０，３０から送電装置１０の無線通信だけでなく、送電装置１０か
ら受電装置２０，３０への無線通信を行うことも可能である。これにより、双方向の情報
の伝達が可能になり、より細かな制御が可能になるという効果がある。当該変形例を図１
３に示す。
【００７７】
　図１３は実施形態２の第１の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。実施形態２の第１の変形例に係る無線電力伝送システムは、図１１の実施形態
２に係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異なる。
（１）送電装置１０はさらに、位置検出コイル１５と複数端末制御回路４１との間に、送
信回路１８を備えた。
（２）受電装置２０はさらに、受電コイル２１と受電制御回路２４との間に、受信回路２
７を備えた。また、受電装置３０はさらに、受電コイル３１と受電制御回路３４との間に
、受信回路３７を備えた。
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【００７８】
　図１３において、送電装置１０から受電装置２０，３０への無線通信は、送信コイルと
して位置検出コイル１５を用いることが可能である。これにより、追加部材無しに送電装
置１０からの送信が可能になるとともに、受電装置２０，３０に最も近い距離により、受
電装置２０，３０の受信回路に最も強い受信信号電力が得られるという効果がある。この
場合も、例えば、送電周波数（例えば１３０ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、かつ
、無線通信の送受信は送信周波数を同じ周波数（例えば１０００ｋＨｚ）とし、送電装置
１０からの送信と受電装置２０，３０からの送信を時分割で交互に行うことで、送電から
影響を受けない双方向の無線通信を実現する無線電力伝送システムを提供することができ
る。また、例えば、送電周波数（例えば１３０ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、か
つ、受電装置２０における無線通信の送受信においても送信周波数が異なる周波数（例え
ば１０００ｋＨｚと１５００ｋＨｚ）とし、受電装置３０における無線通信の送受信にお
いても送信周波数が異なる周波数（例えば１１００ｋＨｚと１６００ｋＨｚ）とすること
で、送電装置１０からの送信と受電装置２０，３０からの送信を同時に行うことができる
無線電力伝送システムを提供することができる。さらに例えば、送電周波数（例えば１３
０ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、かつ、受電装置２０のからの送信周波数と受電
装置３０のからの送信周波数を同じ周波数（例えば１０００ｋＨｚ）とし、受電装置２０
のからの送信時間と受電装置３０からの送信時間を異なる時間（タイムスロット）で行い
、かつ、送電装置１０のから受電装置２０への送信周波数と受電装置３０への送信周波数
を同じ周波数（例えば１５０００ｋＨｚ）とし、送電装置１０のから受電装置２０への送
信時間と受電装置３０への送信時間を異なる時間（タイムスロット）で行うことで、無線
通信の混信を避けることがきる。これにより、送電装置１０からの送信と受電装置２０，
３０からの送信を同時に行うことができる無線電力伝送システムを提供することができる
。
【００７９】
　図１４は実施形態２の第２の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。図１４において、実施形態２の第２の変形例に係る無線電力伝送システムは、
図１３の実施形態２の第１の変形例に係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異
なる。
（１）送電装置１０において、送電コイル１１と複数端末制御回路４１との間に、送信回
路１８を備えた。
【００８０】
　従って、図１４に示すように、送電装置１０から受電装置２０，３０への無線通信は、
送信コイルとして送電コイル１１を用いることも可能である。これにより、追加部材無し
に送電装置１０からの送信が可能になる優れた送電装置及び無線電力伝送システムを提供
することが可能になる。
【００８１】
　本実施形態では、２個の受電装置２０，３０を充電あるいは給電する場合を用いて説明
したが、これに限られるものではない。３つ以上の受電装置２０，３０等を充電あるいは
給電する場合においても２個の受電装置２０，３０のときと同様に、複数端末制御回路４
１を備える。複数端末制御回路４１は、位置検出回路１３からの受電装置２０，３０等の
個数と位置情報、並びに受信回路１６からの受電装置２０，３０等からの負荷装置２３，
３３等の上記装置情報に基づいて、負荷装置２３，３３等に対する送電電力の電力量を決
定して、その情報を送電制御回路１４に伝送し、受電装置２０，３０等に状態に対応して
送電の電力量を制御する。
【００８２】
　また、位置検出回路１３は全ての受電装置２０，３０等の受電コイルの位置を検出し、
複数端末制御回路４１からの制御により、各受電コイル２１，３１等に最も近い送電コイ
ル素子１１ａ～１１ｉのうちの１つを選択し、送電回路１２に接続し、同時に充電あるい
は給電を可能にする。また、１つの受電装置２０，３０等を順々に充電あるいは給電する
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場合には、複数端末制御回路４１からの制御により、図７に図示した送電コイル１１のス
イッチ回路１１ｓにより、それぞれの受電コイル２１，３１等に対応した１つの送電コイ
ル素子（位置検出により選択された送電コイル素子）を、それぞれの送電期間において送
電回路１２に接続する。なお、位置検出のステップを実施形態１と同様に実行し、受電コ
イル２１の位置の情報と受電コイル３１の位置の情報等を位置検出回路１３に格納するこ
とで、最も近い送電コイル素子を選定することが可能になる。
【００８３】
　さらに、本実施形態では、図６に示すような、複数の送電コイル素子１１ａ～１１ｉに
より構成された送電コイル１１を例に挙げて説明したが、これに限られるものでなく、例
えば、図８に図示したようなモーター１１ｍ，１１ｐによる送電コイル素子１１ｔを移動
させ、受電コイルとの位置を合わせる構成も可能である。この場合には、モーター１１ｍ
，１１ｐで位置を移動する送電コイル素子１１ｔは、同時に送電する受電装置２０，３０
の数と同じ数が必要になるが、各々の受電装置２０，３０の受電コイル２１，３１に正確
に位置をあわすことが可能になり、電力の伝送効率がより高い無線電力伝送システムを提
供することができるという利点がある。
【００８４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、複数の受電装置２０，３０がある場合に、
各々の負荷装置２３，３３に応じた最適な送電を実現する送電装置１０を提供することが
できる。さらに、位置検出コイル１５により、各受電コイル２１，３１の位置を検出する
ことで送電コイル１１との位置を一致させることが可能になり、最も伝送効率の高い無接
点電力伝送が可能になる。また、本構成により、各受電コイル２１，３１を、各受電装置
２０，３０の送信コイルに使用することにより、部品点数の削減の効果がある。また、各
受電装置２０，３０の薄型化および小型化の効果がある。さらに、送電装置１０の受信コ
イルに位置検出コイル１５を用いることにより、部品点数の削減、送電装置の薄型化およ
び小型化の効果に加えて、位置検出コイル１５が各受電装置に最も近い位置にあることで
受信信号の強度が最も強く、より正確な復調が可能になるという効果がある。また、さら
に、位置検出のステップで最も反射強度が強い位置検出コイル素子を、受信コイルに選択
することにより、確実に受信電力を最大化することが可能になるという効果がある。これ
らにより、各受電装置において送信信号の電力がより小さな電力で送信することが可能に
なり、各受電装置２０，３０の消費電力が低減できるという優れた効果がある。
【００８５】
実施形態３．
　以下、本開示の第３の実施形態に係る無線電力伝送システムについて、図面を参照しな
がら説明する。
【００８６】
　図１５は実施形態３に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック図である。また
、図１６は図１５の送電コイル回路１１Ａの回路例の構成を示すブロック図である。図１
５及び図１６において、実施形態３に係る無線電力伝送システムは、図１１の実施形態２
に係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異なる。
（１）送電コイル１１に代えて、図６の構成を有する図１６の送電コイル素子１１ａ～１
１ｉ（図１５においては、選択された２個の送電コイル素子１１ｑ，１１ｒを図示する）
及びそれを選択して送電回路１２ａ，１２ｂに接続するスイッチ回路１９を含む送電コイ
ル回路１１Ａを備えた。
（２）送電回路１２に代えて、２個の送電回路１２ａ，１２ｂを備えた。
【００８７】
　本実施形態では、２個の受電装置２０と３０を備え、各受電装置２０，３０に対してそ
れぞれ送電装置１０の２個の送電回路１２ａ，１２ｂにより送電することを特徴としてい
る。本実施形態では、第２の実施形態と同様に、複数端末制御回路４１は、位置検出回路
１３からの受電装置２０，３０の個数及び位置情報に基づいて、複数の送電コイル素子１
１ａ～１１ｉ（図６及び図１６）のうちのいずれの少なくとも１つで最大２個を選択する



(17) JP 6384991 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

か、並びに、選択された１個又は２個の送電コイル素子をどの送電回路１２ａ，１２ｂに
接続するかを決定してスイッチ回路１９を切り替えるとともに、受信回路１６からの受電
装置２０，３０からの負荷装置２３，３３の上記装置情報及び上記個数及び位置情報に基
づいて、負荷装置２３，３３に対する各送電電力の電力量を決定して、その情報を送電制
御回路１４に出力し、これに基づいて送電制御回路１４は受電装置２０，３０に対応する
送電回路１２ａ，１２ｂからの各送電電力の電力量を制御する。なお、位置検出回路１３
と位置検出コイル１５により、２個の受電コイル２１と３１の位置を検出する。
【００８８】
　すなわち、図１６に図示したように、複数端末制御回路４１からの制御により、送電コ
イル素子１１ａ～１１ｉの中で、それぞれの受電コイル２１，３１に最も近い送電コイル
素子１１ｑ，１１ｒを選択し、スイッチ回路１９により２個の送電コイル素子１１ｑ，１
１ｒをそれぞれ送電回路１２ａ，１２ｂに接続する。この中で、受電コイル２１に送電す
るように選択された送電コイル素子が図１５の送電コイル素子１１ｑにあたり、受電コイ
ル３１に送電するように選択された送電コイル素子が図１５の送電コイル素子１１ｒに対
応する。これにより、２個の受電装置２０と３０を同時に充電もしくは給電することが可
能になる。また、本構成によれば、受電装置２０，３０に対して個別の送電回路１２ａ，
１２ｂを備えているため、複数端末制御回路４１からの制御により、それぞれの負荷装置
２３，３３に最適な送電が可能になる。なお、位置検出のステップを実施形態１と同様に
実行し、受電コイル２１の位置の情報と受電コイル３１の位置の情報を位置検出回路１３
に格納することで、最も近い送電コイル素子を選定することが可能になる。
【００８９】
　本実施形態においても受電装置２０，３０が複数ある場合には、受電装置２０，３０側
からの無線通信の送信が混信する恐れがある。従って、例えば、受電装置２０からの送信
周波数と受電装置３０からの送信周波数を異なる周波数で行うことで、無線通信の混信を
避けることがきる。例えば、受電装置２０からの送信周波数を１０００ｋＨｚとし、受電
装置３０からの送信周波数を１５００ｋＨｚとする。また、例えば、受電装置２０からの
送信周波数を１０００ｋＨｚとし、受電装置３０からの送信周波数を送電周波数の１３０
ｋＨｚとすることも可能である。これにより、新たな周波数を使用することなく、２個の
無線通信の混信を回避することができる優れた無線電力伝送システムを提供することが可
能になる。さらに例えば、受電装置２０のからの送信周波数と受電装置３０のからの送信
周波数を同じ周波数（例えば１０００ｋＨｚ）とし、受電装置２０のからの送信時間と受
電装置３０からの送信時間を異なる時間（タイムスロット）で行うことで、無線通信の混
信を避けることがきる。これにより、新たな周波数を使用することなく、２個の無線通信
の混信を回避することができる優れた無線電力伝送システムを提供することが可能になる
。
【００９０】
　さらに、受電装置２０，３０から送電装置１０の無線通信だけでなく、送電装置１０か
ら受電装置２０，３０への無線通信を行うことも可能である。これにより、双方向の情報
の伝達が可能になり、より細かな制御が可能になるという効果がある。
【００９１】
　図１７は実施形態３の第１の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。図１７の実施形態３の第１の変形例に係る無線電力伝送システムは、図１５の
実施形態３に係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異なる。
（１）送電装置１０はさらに、位置検出コイル１５と複数端末制御回路４１との間に、送
信回路１８を備えた。
（２）受電装置２０はさらに、受電コイル２１と受電制御回路２４との間に、受信回路２
７を備えた。また、受電装置３０はさらに、受電コイル３１と受電制御回路３４との間に
、受信回路３７を備えた。
【００９２】
　当該第１の変形例において、図１７に示すように、送電装置１０から受電装置２０，３
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０への無線通信は、送信コイルとして位置検出コイル１５を用いることが可能である。こ
れにより、追加部材無しに送電装置１０からの送信が可能になるとともに、受電装置２０
，３０に最も近い距離であることにより、受電装置２０，３０の受信回路に最も強い受信
信号電力が得られるという効果がある。この場合も、例えば、送電周波数（例えば１３０
ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、かつ、無線通信の送受信は送信周波数を同じ周波
数（例えば１０００ｋＨｚ）とし、送電装置１０からの送信と受電装置２０，３０からの
送信を時分割で交互に行うことで、送電から影響を受けない双方向の無線通信を実現する
無線電力伝送システムを提供することができる。また、例えば、送電周波数（例えば１３
０ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、かつ、受電装置２０における無線通信の送受信
においても送信周波数が異なる周波数（例えば１０００ｋＨｚと１５００ｋＨｚ）とし、
受電装置３０における無線通信の送受信においても送信周波数が異なる周波数（例えば１
１００ｋＨｚと１６００ｋＨｚ）とすることで、送電装置１０からの送信と受電装置２０
，３０からの送信を同時に行うことができる無線電力伝送システムを提供することができ
る。さらに例えば、送電周波数（例えば１３０ｋＨｚ）と異なる無線周波数を選定し、か
つ、受電装置２０のからの送信周波数と受電装置３０のからの送信周波数を同じ周波数（
例えば１０００ｋＨｚ）とし、受電装置２０のからの送信時間と受電装置３０からの送信
時間を異なる時間（タイムスロット）で行い、かつ、送電装置１０のから受電装置２０へ
の送信周波数と受電装置３０への送信周波数を同じ周波数（例えば１５０００ｋＨｚ）と
し、送電装置１０のから受電装置２０への送信時間と受電装置３０への送信時間を異なる
時間（タイムスロット）で行うことで、無線通信の混信を避けることがきる。これにより
、送電装置１０からの送信と受電装置２０，３０からの送信を同時に行うことができる無
線電力伝送システムを提供することができる。
【００９３】
　図１８は実施形態３の第２の変形例に係る無線電力伝送システムの構成を示すブロック
図である。実施形態３の第２の変形例に係る無線電力伝送システムは、図１５の実施形態
３の第１の変形例に係る無線電力伝送システムに比較して以下の点が異なる。
（１）送電装置１０において、送電コイル１１と送電制御回路１４との間に、送信回路１
８を備えた。
【００９４】
　当該第２の変形例においては、図１８に示すように、送電装置１０から受電装置２０，
３０への無線通信は、送信コイルとして送電コイル１１を用いることも可能である。これ
により、追加部材無しに送電装置１０からの送信が可能になる優れた送電装置及び無線電
力伝送システムを提供することが可能になる。
【００９５】
　本実施形態及びその変形例では、２個の受電装置２０，３０を充電あるいは給電する場
合を用いて説明したが、これに限られるものではない。３つ以上の受電装置を充電あるい
は給電する場合においても２個の受電装置のときと同様に、３つ以上の送電回路を備える
ことで可能である。さらに、複数端末制御回路４１は、位置検出回路１３からの受電装置
の個数と位置情報に基づいてスイッチ回路１９を制御することで送電コイル１１ｑ，１１
ｒ等及び送電回路１２ａ，１２ｂ等を選択し、受信回路１６からの受電装置２０，３０等
からの負荷装置２３，３３等に必要な電圧、電流、温度情報、充電量等の情報をもとに、
送電電力の電力量の情報を送電制御回路１４に伝送し、受電装置２０，３０等に状態に対
応した無接点電力伝送を実現する。
【００９６】
　まず、位置検出回路１３にて全ての受電装置２０，３０等の受電コイル２１，３１等の
位置を検出し、複数端末制御回路４１からの制御により、各受電コイル２１，３１等に最
も近い送電コイル素子１１ｑ，１１ｒ等を選択し、それぞれを対応した３つ以上の送電回
路１２ａ，１２ｂ等に接続し、同時に充電あるいは給電を可能にする。受電装置２０，３
０等の個数が送電回路の個数よりも多い場合は、複数端末制御回路４１からの制御により
、まず送電回路１２ａ，１２ｂ等の数までの受電装置に送電し、送電が完了する受電装置
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２０，３０等が出次第、残りの個数の受電装置を順々に充電あるいは給電する。なお、位
置検出のステップを実施形態１と同様に実行し、受電コイル２１，３１等の位置の情報を
位置検出回路１３のメモリに格納することで、最も近い送電コイル素子１１ｑ，１１ｒ等
を選定することが可能になる。さらに、本実施形態では、図６に示すような、複数の送電
コイル素子１１ａ～１１ｉにより構成された送電コイル１１を例に挙げて説明したが、こ
れに限られるものでなく、例えば、図８に図示したようなモーター１１ｍ，１１ｐによる
送電コイル素子１１ｔを移動させ、受電コイル２１，３１等との位置を合わせる構成も可
能である。この場合には、モーター１１ｍ，１１ｐで位置を移動する送電コイル素子１１
ｑ，１１ｒ等は、同時に送電する受電装置２０．３０等の数と同じ数が必要になるが、各
々の受電装置２０，３０等の受電コイルに正確に位置をあわすことが可能になり、電力の
伝送効率がより高い無線電力伝送システムを提供することができるという利点がある。
【００９７】
　以上のように、本実施形態によれば、複数の受電装置２０，３０等がある場合に、各々
の負荷装置２３，３３等に応じた最適な送電を実現する送電装置１０を提供することがで
きる。さらに、位置検出コイル１５により、各受電コイル２１，３１等の位置を検出する
ことで送電コイル１１ｑ，１１ｒ等との位置を一致させることが可能になり、最も伝送効
率の高い無接点電力伝送が可能になる。また、送電回路１２ａ，１２ｂ等を複数持つこと
により、個々の受電装置２０，３０等に独立に送電することが可能になるため、各受電装
置２０，３０等の負荷装置に最適な送電制御を行うことが可能になるという利点がある。
また、本構成により、各受電コイル２１，３１等を、各受電装置２０，３０等の送信コイ
ルに使用することにより、部品点数の削減の効果がある。また、各受電装置２０，３０等
の薄型化および小型化の効果がある。さらに、送電装置１０の受信コイルに位置検出コイ
ル１５を用いることにより、部品点数の削減、送電装置の薄型化および小型化の効果に加
えて、位置検出コイル１５が各受電装置２０，３０等に最も近い位置にあることで受信信
号の強度が最も強く、より正確な復調が可能になるという効果がある。また、さらに、位
置検出のステップで最も反射強度が強い位置検出コイル素子を受信コイルに選択すること
により、確実に受信電力を最大化することが可能になるという効果がある。これらにより
、各受電装置２０，３０等において送信信号の電力がより小さな電力で送信することが可
能になり、各受電装置２０，３０等の消費電力が低減できるという優れた効果がある。
【００９８】
変形例．
　以上の実施形態及び変形例に係る送電コイル１１、送電コイル素子１１ａ～１１ｉ，１
１ｑ，１１ｒ，１１ｔ及び磁性体１７は、例えば円形に構成されるが、楕円形、正方形、
長方形など、他の任意の形状であってもよい。また、送電コイルは、スパイラル形状に巻
回されてもよく、又は、ソレノイド形状に巻回されてもよい。
【００９９】
　また、以上の実施形態及び変形例に係る受電コイル２１，３１及び磁性体２６は、例え
ば円形に構成されるが、楕円形、正方形、長方形など、他の任意の形状であってもよい。
また、受電コイル２１，３１は、スパイラル形状に巻回されてもよく、又は、ソレノイド
形状に巻回されてもよい。さらに、実施形態に係る位置検出コイル素子１５ａ～１５ｉは
、例えば長方形に構成されるが、円形、楕円形、長円形、正方形など、他の任意の形状で
あってもよい。
【０１００】
　ここに開示した実施形態は、すべての点で例示であって、限定を意図したものではない
。本開示の範囲は、以上の説明によってではなく、特許請求の範囲によって決まり、特許
請求の範囲と均等の意味及び範囲内での変形を含むすべての態様を包含することを意図し
ている。
【０１０１】
（本開示の第１態様にかかる送電装置）
　本開示の第１態様にかかる送電装置は、
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　受電コイルを備えた受電装置に非接触で電力を送る送電装置であって、
　上記受電装置が設置される上記送電装置の設置面に対向して配置され、上記受電コイル
と電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記設置面と上記送電コイルとの間に配置され、上記設置面に配置された上記受電コイ
ルから信号を検出する少なくとも１つの位置検出コイルと、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルを介して検出した上記信号の電圧又は電流が基準
値より小さい場合、上記設置面に上記受電装置が配置されたと判断する位置検出回路と、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルを介して上記受電装置から上記送電装置に送信さ
れた無線信号をデータ信号に復調する受信回路と、
　上記少なくとも１つの位置検出コイルと上記位置検出回路との電気的接続と、上記位置
検出コイル又は上記受信回路との電気的接続とを切り替えるスイッチ回路と、
上記位置検出回路が検出した上記信号の電圧又は電流が上記基準値を所定時間超えなかっ
たと判断した場合、上記位置検出コイルと上記位置検出回路の電気的接続から上記位置検
出コイルと上記受信回路の電気的接続に切り替え、上記少なくとも１つの位置検出コイル
を介して上記受信回路に上記無線信号を入力させる送電制御回路と、を備える。
【０１０２】
　上記態様によると、上記送電装置の設置面に上記受電装置が設置されたことを検出する
際に用いられる上記位置検出コイルを介して、上記受電装置から上記送電装置への上記情
報の受信を行う。そのため、上記送電装置は、上記情報の受信にあたって、大電力の交流
を送電する上記送電コイルを用いるのではなく、上記位置検出コイルを使用する。その結
果、上記送電コイルの場合と比較して信号強度の劣化を防止できる。
【０１０３】
　また、上記送電装置は、上記情報の受信にあたって、上記送電コイルとは別の上記位置
検出コイルを用いているので、上記受電装置から上記受信した情報が、上記送電装置が送
電する電力のノイズと見分けがつかなくなることも防止できる。
【０１０４】
　また、上記送電装置の設置面に上記受電装置が設置されたことを検出する際に用いられ
る位置検出コイルという既存部品を用いて新たな通信装置を追加することがないので、上
記送電装置及び上記受電装置の小型・薄型化を図ることができる。
【０１０５】
　以上まとめると、上記態様は、送電装置の小型・薄型化を図りつつ、受電装置から送電
装置により確実に通信が行われる送電装置を提供できる。
【０１０６】
　上記態様において、例えば、上記少なくとも１つの位置検出コイルは、複数の位置検出
コイルを含み、上記送電制御回路は、上記複数の位置検出コイルの全てを介して上記受信
回路に上記無線信号を入力させてもよい。
【０１０７】
　上記態様によると、複数の位置検出コイルにより、上記態様より広い領域で、上記送電
装置の設置面に上記受電装置が設置されたことを検出することができる。
【０１０８】
　上記態様において、例えば、上記送電制御回路は、上記信号の電圧又は電流の強度の各
々を比較して、あるいは、上記信号の電圧又は電流に対応したインピ－ダンスの各々を比
較して、上記設置面に設置された上記受電装置の位置を判断してもよい。
【０１０９】
　上記態様によると、上記設置面に設置された上記受電装置の位置を判断するパラメ－タ
を上記信号の電圧又は電流以外のパラメ－タである上記信号の電圧又は電流に対応したイ
ンピ－ダンスを用いることで、多様な方法で上記受電装置の位置を判断できる。
【０１１０】
　上記態様において、例えば、直流電源と、上記直流電源の直流電圧を交流電圧に変換す
る送電回路と、を備え、上記送電コイルは上記送電回路に接続されていてもよい。
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【０１１１】
　上記態様によると、上記位置検出コイルは、上記設置面と上記送電コイルとの間に配置
され、上記受信回路、上記送電制御回路、及び上記送電回路を介して直流電源と接続して
いる。そのため、上記位置検出コイルは、直接、上記電源回路と接続していない。その結
果、位置検出コイルを介して、上記受電装置から上記送電装置への上記情報の受信を行う
際、上記受信回路は上記直流電源からのノイズ等の影響を受けることを防ぐことができる
。
【０１１２】
　上記態様において、例えば、上記送電装置は、上記受電装置から送信された無線信号と
は別の無線信号を上記受電装置に送信する送信回路をさらに備え、
　上記送電装置の上記送信回路は、上記位置検出コイルに接続され、上記位置検出コイル
を介して上記受電装置に上記別の無線信号を送信してもよい。
【０１１３】
　上記態様によると、上記送電装置は、上記別の無線信号を送信するにあたって、上記送
電コイルとは別の上記位置検出コイルを用いているので、上記送電回路から上記送信した
無線信号が、上記送電装置が送電する電力のノイズと見分けがつかなくなることを防止で
きる。また、上記送電回路は、上記受電装置から送信された無線信号とは別の無線信号を
上記受電装置に送信するので、上記受電装置から送信された無線信号と上記送電回路が送
信する別の無線信号とが混信することを防止できる。ここで、別の無線信号とは、例えば
周波数や信号の波形などが異なることを意味する。
【０１１４】
　上記態様において、例えば、上記受電装置から上記送電装置に送信される上記無線信号
の周波数と、上記送電装置から非接触で交流電力を送る周波数とが、異なるように設定さ
れていてもよい。
【０１１５】
　上記態様によると、上記無線信号を上記受信回路が受信することと、上記送電装置から
上記受電装置に上記交流電力を送ることとを同時に行う場合で、上記無線信号の周波数と
上記交流電力の周波数とが同じ周波数の場合、上記送電装置の上記受信回路に上記交流電
力の信号が入るので、上記交流電力の信号と上記無線信号との区別ができなくなる可能性
がある。従って、上記態様によれば、上記受電装置から上記送電装置に送信される無線信
号の周波数を、上記送電装置から非接触で交流電力を送る周波数と異ならせるので、上記
受信回路は、上記交流電力の信号の混信を防止できる。
【０１１６】
　なお、上記の態様は、無線電力伝送システムとして実現されてもよい。
【０１１７】
（本開示の第２態様にかかる送電装置）
　本開示の第２態様にかかる送電装置は、受電コイルを備えた１つ以上の受電装置に非接
触で電力を送る送電装置であって、
　上記受電装置が設置される上記送電装置の設置面に対向して配置され、上記受電コイル
と電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記設置面と上記送電コイルとの間に複数並んで配置され、上記設置面に配置された上
記受電コイルから信号を検出する複数の位置検出コイルと、
　上記複数の位置検出コイルの各々が検出した上記信号の電圧又は電流を上記複数の位置
検出コイルの各々から入力する位置検出回路と、
　上記信号の電圧又は電流の各々を比較して上記設置面に設置された上記受電装置の位置
を判断する送電制御回路と、
　上記受電装置から上記送電装置に送信された無線信号をデータ信号に復調して上記送電
制御回路に出力する受信回路と、
　上記複数の位置検出コイルの各々と、上記位置検出回路又は上記受信回路との電気的接
続とを切り替えるスイッチ回路と、を備え、
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　上記送電制御回路は、上記判断された設置面の位置に上記受電装置が所定時間設置され
たと判断した場合、上記設置面に設置された上記受電装置の位置に対応する位置検出コイ
ルの接続先を、上記位置検出回路から上記受信回路に切り替え、上記位置検出コイルを介
して上記受信回路に上記無線信号を入力させる。
【０１１８】
　上記態様によると、送電装置の設置面に受電装置が設置されたことを検出する際に用い
られる位置検出コイルを介して、上記受電装置から上記送電装置への上記情報の受信を行
う。そのため、上記送電装置は、上記情報の受信にあたって、大電力の交流を送電する上
記送電コイルを用いるのではなく、上記位置検出コイルを使用する。その結果、上記送電
コイルの場合と比較して信号強度の劣化を防止できる。
【０１１９】
　また、上記複数の位置検出コイルの中から、上記設置面に設置された上記受電装置の位
置に対応する位置検出コイルを用いて上記情報を受信する。そのため、上記複数の位置検
出コイルの中で信号強度が強い位置検出コイルから上記情報を受信するため、正確な情報
の受信が可能となる。
【０１２０】
　また、送電装置の設置面に受電装置が設置されたことを検出する際に用いられる位置検
出コイルという既存部品を用いて新たな通信装置を追加することがないので、上記送電装
置及び上記受電装置の小型・薄型化を図ることができる。
【０１２１】
　上記態様において、例えば、上記送電制御回路は、上記信号の電圧又は電流の強度の各
々を比較して、あるいは、上記信号の電圧又は電流に対応したインピ－ダンスの各々を比
較して、上記設置面に設置された上記受電装置の位置を判断してもよい。
【０１２２】
　上記態様によると、上記設置面に設置された上記受電装置の位置を判断するパラメ－タ
を上記信号の電圧又は電流以外のパラメ－タである上記信号の電圧又は電流に対応したイ
ンピ－ダンスを用いることで、多様な方法で上記受電装置の位置を判断できる。
【０１２３】
　上記態様において、例えば、直流電源と、上記直流電源の直流電圧を交流電圧に変換す
る送電回路と、を備え、上記送電コイルは上記送電回路に接続されていてもよい。
【０１２４】
　上記態様によると、上記位置検出コイルは、上記設置面と上記送電コイルとの間に配置
され、上記受信回路、上記送電制御回路、及び上記送電回路を介して直流電源と接続して
いる。そのため、上記位置検出コイルは、直接、上記電源回路と接続していない。その結
果、位置検出コイルを介して、上記受電装置から上記送電装置への上記情報の受信を行う
際、上記受信回路は上記直流電源からのノイズ等の影響を受けることを防ぐことができる
。
【０１２５】
　上記態様において、例えば、上記送電装置は、上記受電装置から送信された無線信号と
は別の無線信号を上記受電装置に送信する送信回路をさらに備え、
　上記送電装置の上記送信回路は、上記位置検出コイルに接続され、上記位置検出コイル
を介して上記受電装置に上記別の無線信号を送信してもよい。
【０１２６】
　上記態様において、例えば、上記受電装置から上記送電装置に送信される上記無線信号
の周波数と、上記送電装置から非接触で交流電力を送る周波数とが、異なるように設定さ
れていてもよい。
【０１２７】
　上記態様によると、上記態様によると、上記無線信号を上記受信回路が受信することと
、上記送電装置から上記受電装置に上記交流電力を送ることとを同時に行う場合で、上記
無線信号の周波数と上記交流電力の周波数とが同じ周波数の場合、上記送電装置の上記受
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信回路に上記交流電力の信号が入るので、上記交流電力の信号と上記無線信号との区別が
できなくなる可能性がある。従って、上記態様によれば、上記受電装置から上記送電装置
に送信される無線信号の周波数を、上記送電装置から非接触で交流電力を送る周波数と異
ならせるので、上記受信回路は、上記交流電力の信号の混信を防止できる。
【０１２８】
　上記態様において、例えば、上記複数の受電装置が上記設置面に配置され、上記複数の
受電装置から送信されて上記送電装置で受信される複数の無線信号は、互いに異なる周波
数を有していてもよい。
【０１２９】
　上記態様によると、上記複数の受電装置が上記設置面配置され、上記複数の受電装置か
ら送信される複数の無線信号を互いに異なる周波数にすることで、上記受信回路は、複数
の無線信号の干渉を少なくすることができるので、複数の無線信号の強度低下を防止でき
る。
【０１３０】
　なお、上記の態様は、無線電力伝送システムとして実現されてもよい。
【０１３１】
（本開示の第３態様にかかる送電装置）  
　本開示の第３態様にかかる送電装置は、
　受電コイルを備えた受電装置に向けて非接触で交流電力を送る送電装置において、上記
送電装置は、
　上記受電コイルと電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記送電コイルと上記受電コイルとの間に設けられ、上記受電コイルの位置を検出する
位置検出コイルと、
　上記位置検出コイルを用いて上記受電コイルの位置を特定する位置検出回路と、
　上記送電コイルに交流電力を供給する送電回路と、
　上記送電回路から上記受電装置に供給される交流電力を制御する送電制御回路と、
　上記受電装置から送信された無線信号をデータ信号に復調する受信回路とを備え、
　上記位置検出コイルは上記受電装置から送信された無線信号を受信して上記受信回路に
出力し、
　上記送電制御回路は、上記受信回路によって復調されたデータ信号に基づいて、上記受
電装置に送電する電力量を決定して制御する。
【０１３２】
　本開示の第３態様にかかる送電装置の他の態様は、
　それぞれ受電コイルを備えた複数の受電装置に向けて非接触で交流電力を送る送電装置
であって、
　上記送電装置は、上記複数の受電コイルと電磁的に結合可能な送電コイルと、
　上記送電コイルと上記複数の受電コイルとの間に設けられ、上記各受電装置の受電コイ
ルの位置を検出する位置検出コイルと、
　上記位置検出コイルを用いて上記各受電コイルの個数及び位置を検出する位置検出回路
と、
　上記送電コイルに交流電力を供給する送電回路と、
　上記送電回路から上記複数の受電装置に供給される交流電力を制御する送電制御回路と
、
　上記複数の受電装置に関する制御を行う複数端末制御回路と、
　上記受電装置から送信された無線信号をデータ信号に復調する受信回路とを備え、
　上記位置検出コイルは上記各受電装置から送信された無線信号を受信して上記受信回路
に出力し、
　上記複数端末制御回路は、上記位置検出回路で検出された上記複数の受電装置の個数及
び位置情報と、上記受信回路によって復調されたデータ信号とに基づいて、上記各受電装
置に対する各送電する電力量を決定して上記送電制御回路に出力し、
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　上記送電制御回路は、上記決定された各送電する電力量に基づいて上記各受電装置に送
電する電力量を制御する。
【０１３３】
　上記態様において、例えば、上記位置検出コイルは、上記送電装置が上記受電装置に対
向する面に沿った領域であって、上記送電コイルよりも受電コイルに近い領域に設けられ
ていてもよい。
【０１３４】
　上記態様において、例えば、上記位置検出コイルは、複数の位置検出コイル素子を含ん
でいてもよい。
【０１３５】
　上記態様において、例えば、上記送電コイルは、複数の送電コイル素子を含むんでいて
もよい。
【０１３６】
　上記態様において、例えば、上記送電コイルは、送電コイル素子をモーターによりレー
ルに沿って可動するように構成されていてもよい。
【０１３７】
　上記態様において、例えば、上記位置検出コイルを、上記位置検出回路と上記受信回路
とのうちの一方に選択的に接続するスイッチ回路をさらに備えていてもよい
【０１３８】
　上記態様において、例えば、上記送電装置は、別の無線信号を上記受電装置に送信する
送信回路をさらに備えていてもよい。
【０１３９】
　上記態様において、例えば、上記送電装置の上記送信回路は、上記位置検出コイルに接
続され、上記位置検出コイルから上記受電装置に上記別の無線信号を送信してもよい。
【０１４０】
　上記態様において、例えば、上記送電装置の上記送信回路は、上記送電コイルに接続さ
れ、上記送電コイルから上記受電装置に上記別の信号を送信してもよい。
【０１４１】
　上記態様において、例えば、上記受電装置から上記送電装置に送信される無線信号の周
波数を、上記送電装置から非接触で交流電力を送る周波数と異なるように設定してもよい
。
【０１４２】
　上記態様において、例えば、上記複数の受電装置から送信されて上記送電装置で受信さ
れる複数の無線信号は互いに異なる周波数を有していてもよい。
【０１４３】
　上記態様において、例えば、上記位置検出回路は所定の無線信号を用いて上記受電コイ
ルの位置を検出し、上記互いに異なる周波数を有する複数の無線信号の周波数うちの一方
の周波数を上記受電コイルの位置を検出するための無線信号の周波数と近い周波数に設定
し、一方の周波数を上記交流電力の送電周波数に設定してもよい。
【０１４４】
　上記態様において、例えば、上記送電装置は上記複数の受電装置に対してそれぞれ非接
触で交流電力を送電する複数の送電回路を備えていてもよい。
【０１４５】
　なお、上記の態様は、無線電力伝送システムとして実現されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
　本開示に係る送電装置及び無線電力伝送システムは、モバイル機器及びＥＶ車両などへ
非接触で交流電力を送る際に、送電コイル又は受電コイルの近傍の金属異物を確実に検出
することに有用である。
【符号の説明】
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【０１４７】
１０…送電装置、
１１…送電コイル、
１１ａ～１１ｉ，１１ｑ，１１ｒ，１１ｔ…送電コイル素子、
１１ｓ…スイッチ回路、
１１ｍ，１１ｐ…モーター、
１１ｋ，１１ｎ…レール、
１１Ａ…送電コイル回路、
１２，１２ａ，１２ｂ…送電回路、
１３…位置検出回路、
１４…送電制御回路、
１５…位置検出コイル、
１５ａ～１５ｉ…位置検出コイル素子、
１５ｊ，１５ｋ，１５ｑ…スイッチ回路、
１６…受信回路、
１７…磁性体、
１８，１８ａ，１８ｂ…送信回路、
１９…スイッチ回路、
２０…受電装置、
２１…受電コイル、
２２…受電回路、
２３…負荷装置、
２４…受電制御回路、
２５…送信回路、
２６…磁性体、
２７…受信回路、
３０…受電装置、
３１…受電コイル、
３２…受電回路、
３３…負荷装置
３４…受電制御回路、
３５…送信回路、
３７…受信回路、
４１…複数端末制御回路。
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